
防災行政無線を用いた全国瞬時警報システム（Jアラート）全国一斉情報伝達試験を行います　d11月20日㈬午前11時ころ
■放送内容「これは、Jアラートのテストです（３回繰り返し）こちらはぼうさいこがねいです」　i地域安全課地域安全係（☎042-387-9806）

まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、
これまでどおりの医療を、あなたに

i保険年金課国民健康保険係�（☎０４２-３８７-９８３３）
　保険年金課高齢者医療係�（☎０４２-３８７-９８３４）

　マイナ保険証の使い方やメリット、安全
性について分かりやすく紹介します。

マイナ保険証
　　についてはこちら！

政府広報
オンライン

　今年の１２月２日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
　切り替えがまだ済んでない方も、申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。
　また、今お持ちの保険証は、有効期限まで最大１年間、使用できます。有効期限が切れる場合でも、必要な方には資格確認書が交付されます。

　１２月２日以降も引き続き交付されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証
および限度額適用認定証
特定疾病療養受療証

12月2日以降は…？
　新規交付または再交付の場合は、被保険者証に代わり、資格
確認書または資格情報通知書を交付します。

資格確認書

　被保険者証に記載の有効期限まで使用
できます。

交付済みの被保険者証は…？

国民健康保険国民健康保険

詳細はこちら

　１２月１日で交付は終了します。交付済みの認定証は、券面情報に変更がなけ
れば令和７年７月３１日まで使用できます。
　また、申請により、資格確認書に適用区分を記載できます。（現在、減額認
定証および限度額適用認定証をお持ちの方は申請不要）
　なお、マイナ保険証をお持ちの場合は、医療機関・薬局で減額認定証および
限度額適用認定証の提示は不要です。

限度額適用・標準負担額減額認定証
および限度額適用認定証

　１２月２日以降も引き続き交付されます。
　また、申請により、資格確認書に特定疾病区分を記載でき、特定疾病療養受
療証の提示は不要となります。

特定疾病療養受療証

　令和７年７月３１日まで使用できます。
交付済みの被保険者証は…？

・新規被保険者
・券面情報に変更が生じた被保険者
・�被保険者証の紛失等による再交付を申請する被保険者
　以上の方には、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書が交付されます。
資格確認書は、これまでの保険証と同様に保険診療を受けることができます。

12月2日以降は…？

後期高齢者医療資格確認書 有効期限

  　 ０１２３４５６７ 令和　７年　７月３１日
住　   　所  千代田区飯田橋三丁目５番１号

  性　別 女

11割割

３ ９ １ ３ １ ２ ３ ４

保 険 者 名 東 京 都 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合

限度区分・発効期日

長 期 入 院 該 当 日
特定疾病区分・発効期日

保 険 者 番 号

被 保 険 者 番 号

氏 名 広広  域域　　  花花  子子
生 年 月 日 昭和２４年１２月３０日
資 格 取 得 年 月 日 令和 ６年１２月３０日
交 付 年 月 日 令和 ６年１２月３０日

負担割合・発効期日

公印

後期高齢者医療資格確認書

住 所 千 代 田 区 飯 田 橋 三 丁 目 ５ 番 １ 号

資格確認書

詳細はこちら

後期高齢者医療後期高齢者医療
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